
○取引環境の改善及び長時間労働の抑制に取り組むため、厚生労働省、国土交通省、学識経験者、荷主、
事業者等により構成される協議会を中央及び全都道府県に設置。

○労働基準法の改正案において、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率引上げ（25%→50%）の適
用が平成31年4月からとされていることを踏まえ、検討及び好事例の横展開等の取組みを平成30年度中ま
でに実施。

○平成28年度は、
(1)長時間労働削減に向けたパイロット事業 及び
(2)適正運賃・料金収受に向けた議論の深化

を実施予定

①＜トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会について＞：国土交通省及び厚生労働省の取組み

○サービス業のうち、特に生産性向上が求められる５産業（トラック運送業、小売業、飲食業、宿泊業及び介
護業）については、平成27年度、「サービス業の生産性向上協議会」を設置して議論を開始。

○このうち、トラック運送業に関する「トラック運送業の生産性向上協議会」は、「トラック輸送における
取引環境・労働時間改善協議会」と合同開催。

○「取引環境改善」「労働条件改善」の2つの視点に加え、IOT等先端技術を用いた生産性向上の方策について
も検討を実施。

②＜トラック運送業の生産性向上協議会について＞：政府全体の取組み

トラック運送業の生産性向上・労働条件改善に向けた取組み

〇トラック運送業を含めたサービス業の生産性向上及び中小企業の取引条件の改善は、GDP600兆円の達成に
向け、重要な課題

〇国土交通省においては、政府全体の取り組み(※)と連携しながら、トラック運送業の生産性向上、労働条件改
善に向け、以下の取り組みを推進

（※）サービス業の生産性向上協議会（平成27年度設置）
下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議（平成27年度設置）

１



トラック輸送における取引環境・長時間労働改善に向けたロードマップ

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度

①中央・各都道府県において
協議会の設置・検討
（厚生労働省・国土交通省、
荷主、事業者等による協議会）

②長時間労働等の実態調査、対策
の検討

③パイロット事業（実証実験）の
実施、対策の具体化

④ガイドラインの策定・普及

⑤取引環境・長時間労働改善の
普及・定着

調査の
実施・検証

協議会の開催、パイロット事業の計画・検証、対策の検討、
ガイドラインの策定 等

ガイドラインの策定・普及

パイロット事業(実証実験)の実施

労働時間縮減のための助成事業

協議会の設置

普及・定着の促進
助成事業の実施

定
期
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
・更
な
る
対
策
の
検
討



 

トラック輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会委員名簿 

トラック運送業の生産性向上協議会委員名簿  

※第３回協議会時点 

                              （順不同・敬称略） 

   野尻 俊明  流通経済大学学長（座長） 

   齊藤  実  神奈川大学経済学部教授 

   松島  茂  東京理科大学大学院イノベーション研究科教授 

   上田 正尚  （一社）日本経済団体連合会 産業政策本部長 

輪島  忍  （一社）日本経済団体連合会 労働法制本部長 

   栗原  博  日本商工会議所 流通・地域振興部長 

小林 治彦  日本商工会議所 産業政策第二部長 

小林  信  全国中小企業団体中央会 労働・人材政策本部長 

   橋爪 茂久  （公社）日本ロジスティクスシステム協会 専務理事 

   黒川  毅  日本機械輸出組合 国際貿易円滑化委員会委員長 

      一柳 尚成  トヨタ自動車（株）物流管理部長 

   鈴木 賢司  三菱商事（株）ロジスティクス総括部長 

坂本 克己  （公社）全日本トラック協会 副会長（総務委員長） 

   三浦 文雄  （公社）全日本トラック協会 副会長（労働安全・衛生委員長）  

   山本 慎二  日本通運（株）業務部長 

   平川 則男  日本労働組合総連合会 総合政策局長 

村上 陽子  日本労働組合総連合会 総合労働局長 

難波 淳介  全日本運輸産業労働組合連合会 中央執行委員長 

   山口 浩一  全国交通運輸労働組合総連合 中央執行委員長 

   新原 浩朗  内閣府大臣官房審議官（経済財政運営担当） 

   山越 敬一  厚生労働省労働基準局長 

野村 栄悟  経済産業省商務流通保安グループ物流企画室長 

安藤 保彦  中小企業庁事業環境部取引課長 

藤井 直樹  国土交通省自動車局長  

   坂巻 健太  国土交通省総合政策局官房参事官（物流産業） 

 

※新原浩朗内閣府大臣官房審議官はトラック運送業の生産性向上協議会の委員のみ                



トラック運送業の生産性向上に係る補正予算事業 【予算額：３．３億円】

１．荷主業界ごとの商慣行・商慣習の調査・対策検討 ２．事業の共同化による積載率向上の事例調査

３．原価計算の在り方の調査・検討 ４．ＩＴの活用可能性に係る調査

○荷主業界ごとに、商慣習、商慣行、物流面での課題等に
ついて調査し、主に荷主サイドでどのような効率化や生
産性向上の可能性があるか検討。

○個別の荷主分野ごとにコンサルを実施し、モデル事例の
創出も検討。

○調査結果はガイドライン等として取りまとめ、横展開。

概
要

○共同輸送や貨物・車両のマッチング等の共同化等による
積載率向上の有望事例を調査。

○調査結果はガイドライン等として取りまとめ、横展開。

概
要

○ＥＴＣ２．０やデジタコから取れる各種データを活用し、運
行管理等の容易化や業務運営の効率化の実現について
調査・検討。

○ＥＴＣ２．０やデジタコから、車両の動態情報、ドライバー
の作業状況、燃費等に関するデータを集め、待ち時間等
の実態、車両・ドライバーの稼働状況等の分析・把握を実
証的に実施。

○調査結果はガイドライン等として取りまとめ、横展開。

概
要

○既存の原価計算システム等の使用実態について調査を
実施し、適切な原価計算の在り方について検討。

○必要に応じてモデルとなる原価計算システム・シートを作
成し、普及促進。

概
要

運送
事業者

農林
水産業者

運送
事業者

飲料水
メーカー

運送
事業者

家電
メーカー

・・・

・・・

課 題 課 題 課 題

自社でそれぞれ行っていた運送を、貨物を混載して共同化

共
同
化
の
例

本来
とるべき原価

利 潤

実際の運賃

原価割れしていて、安全にかかる
コストも収受できていない。

【運賃の適正収受の必要性】

ＥＴＣ２．０
デジタコ

運行管理
運賃計算 等

車両の速度、燃料消費量、
運送距離・時間、待ち時間等

情報を吸い上げ、効果的に活用

・実態調査

・解決策検討



トラック運送業における下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査結果

調 査 の 概 要

対象者数： トラック運送事業者 １，２５０者 （ （公社）全日本トラック協会を通じて依頼 ）
有効回答数：７３５者 （回収率５８．８％）

調査期間： 平成２８年２月１日（月）～２月１９日（金）

質問事項： ①適正な運賃が収受できているか

②付帯作業費、待機料金などの収受状況

③取引相手から不適切な行為がなされたことがあるか

④書面化できているか 等

回 答 者 の 属 性

地 域 車両台数

7.6 11.6 19.9 11.8 13.5 8.7 6.9 8.4 11.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=735)

北海道 東北 関東 北陸信越 中部 近畿 中国 四国 九州・沖縄

17.0 27.5 18.6 17.8 14.3 4.1
0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=735)

10台以下 11～20台 21～30台 31～50台

51～100台 101～300台 301台以上

1

下請の状況

○回答者735者のうち、80％（589者）は何らかの業務を下請に降ろしている。



トラック運送業における下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査結果

○荷主都合による荷待ち待機をさせられたが、費用の支払いがない ８３．６％ （４頁参照）

○燃料高騰分の費用を収受できていない ７８．９％

○運送契約の書面化ができていない ７４．３％ （５頁参照）

○適正運賃・料金の収受ができていない ７０．５％ （３頁参照）

○検品や商品の仕分け等の附帯作業をさせられたが、費用の
支払いがない ５８．５％ （４頁参照）

○無理な到着時間の設定 ４５．２％

○高速道路利用を前提とした時間指定がされているが、高速道路料金
の支払いがない ４３．３％ （４頁参照）

○原価を考慮せずに一方的に運賃を決定された ２６．７％

○契約後に運送費を値引されたり、契約にない付加的な運送を強いられた １３．７％

○運送費の支払遅延 １１．４％

○取引相手や関係会社の物品の購入強制 ９．８％

○理不尽な損害賠償の負担 ９．５％

○無理な要求を断った事による取引停止 ５．７％

不 適 切 な 行 為 の 実 態

２

左記の行為をされたことがある
と回答した事業者の割合＜ ＞



トラック運送業における下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査結果

適 正 運 賃 ・ 料 金 の 収 受 状 況

適正運賃・料金を100％収受できている（ 25％）

○適正な運賃・料金を収受できている事業者のうち約６割の事
業者が取引先に運賃・料金の引き上げ交渉を実施してい
た。

一部でも収受できていない（ 75％）

○約５割の事業者が「元請トラック事業者が仲介手数料を
取りすぎている」と回答。

○約４割の事業者が「荷主等から不利益を被る恐れがあり、
運賃・料金の引き上げ交渉ができないため」と回答。

○収受できない場合には、設備投資（車両の買い換え等）や人
件費の抑制により対応。

適正な運賃・料金収受が収受できている事業者の取組
運
賃
・料
金
が
収
受
で
き
な
い
理
由

収
受
で
き
な
い
場
合
の
対
応

３

運賃・料金の引き

上げ交渉実施
64.0%

特に交渉は

行っていない
32.4%

無回答

3.5%

元請が手数料を取りすぎ

荷主等から不利益を被る恐れがあり、交渉ができない

取引先の経営状況が厳しいため

入札方式導入で、運賃・料金が低く据え置かれている

定期的に継続して運賃の引下げ要請がある

交渉をどうのようにすれば良いかわからない

 

 



トラック運送業における下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査結果

附

帯

作

業

費

高

速

料

金

４

自社で実運送を担っている取引 下請けとの取引

○待機料金について83.6％、附帯作業費について58.5％、高速
料金について43.3％の事業者が収受できていないと回答。

○いずれの場合も4割を超える事業者が料金の支払いについ
て、 「荷主・元請には交渉していない」と回答。

○附帯作業費について、下請けに支払っていない事業者が
約６割。

○そのうち約６割は、「元請より収受していないから」と回答。
「下請から交渉されていない」と回答する事業者も多数。

待

機

料

金

高

速

料

金

附

帯

作

業

費

※収受できていないと回答した事業者のみ

（ｎ＝735）

（ｎ＝430）（ｎ＝735）

（ｎ＝735）

（ｎ＝318）

（ｎ＝614） （ｎ＝589）

（ｎ＝589）

（ｎ＝336）

（ｎ＝223）

※収受できていないと回答した事業者のみ

※収受できていないと回答した事業者のみ

※支払っていないと回答した事業者のみ

※支払っていないと回答した事業者のみ



4.7 5.8 4.9 5.8 3.9 9.0 5.8 10.1 12.9 9.5 4.1 23.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0％ 10％以下
10％超～20％ 20％超～30％
30％超～40％ 40％超～50％
50％超～60％ 60％超～70％
70％超～80％ 80％超～90％
90％超～100％未満 100％

トラック運送業における下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査結果

書面化の状況 （ 実運送を自社で担っている取引 ）

○ 「書面化ができていない取引がある」と回答した事業者は76.4％。

○そのうち、「荷主・元請に対して書面化の要請はしていない」と回答した事業者は66.1％。

書面化の比率

書面化要請の有無

５※ トラック輸送状況の実態調査結果（平成27年 国土交通省）概要 抜粋

76.4％

○書面化している事業者ほど、荷役料金を収受できている割合が高い
参考

要請していない理由

○荷主の理解が得にくい

○取引相手の担当部署の責任者が嫌がるため

○長年の取引上の慣例から、そのままの状態

○スポット取引で継続的な荷主でないため

○運行内容がさまざまなため、様式の統一が困難

（ 書面化実施取引数 ／ 全取引数 ）

１００％書面化
できている事業
者の割合

（ｎ＝675）



トラック運送業における下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査結果

84.9

67.9

41.4

16.6

10.1

9.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１番目

２番目

３番目

４番目

５番目以降

無回答

(複数回答，n=735)

真荷主から見た受注の立場

運賃額に

対する比

率

71.6%

定額

10.4%

その他の

方法

4.1% 無回答

13.9%

（n=589）

下請事業者からの手数料の収受方法

取扱手数料の割合（％）

運賃額に対する比率と答えた
回答者

取扱手数料の金額（円）

定額と答えた
回答者

※１取引あたり

受注者の立場

発注者の立場○真荷主からみて1番目～3番目での受注が多い。

○運賃額に対する比率で手数料を収受しているものが多い。

○手数料の比率は、１取引あたり「運賃額の5％～8％」が最も

多い。（43.5％）

○運賃の10％超の手数料を取る事業者も存在する。（17.1％）

○定額では、１取引あたり「1,000円～2,000円」 「2,000円～3,000

円」が多い。

※１取引あたり

0%

0.9%

0％～5％

24.3%

5％～8％

43.5%

8％～

10％

12.6％

10％～

30％

17.1％

無回答

0.9%

（n=422）

６

0円

1.6%

0円～1,000

円

16.4%

1,000円～

2,000円

27.9%2,000円～

3,000円

22.9%

3,000円～

4,000円

14.8%

4,000円～

5,000円

3.3%

5,000円～

10,000円

8.2%

10,000円超

3.3%

無回答

1.6%

（n=61）



トラック運送業における下請等中小企業の取引条件の改善に関する調査結果

＜ 適正な運賃・料金の収受に関して ＞

＜ 契約の書面化に関して ＞

７

取引条件改善に向けた課題

○取引相手である荷主・元請と交渉を行うことが重要

○ 交渉しても荷主・元請から不利益を被らない環境を作ることが重要

○多層構造により仲介手数料が数次に渡り取られており、適正な運
賃・料金収受の妨げの一因になっている

○適正な運賃・料金収受のため、荷主・元請へ契約書面化を要請する
ことが重要

○契約書面化を導入できる環境を作ることが重要


